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令和２年 １１月１2日発行

道路に関するご意見
やご質問、出張所通
信の感想など、どんど
んお寄せ下さい！

！

・道路は一定の条件の車両が安全・円滑に通行できるように
造られており、右図のいずれかの規格を超える車両のことを
｢特殊車両｣といいます。
・特殊車両は、原則として、道路を通行できないことに
なっています。
・特殊車両が、やむを得ず道路を通行しなければならない
場合には、「特殊車両通行許可」が必要となります。

「無許可」や「許可内容違反」の車両が通行すると･･･
・舗装の寿命を縮める等、道路へ悪影響を及ぼします！
・上空をまたいでいる橋梁に衝突するなどの重大事故を
引き起こすことにも！！

当出張所では新庄警察署と連携し違反車両の指導・取締りを行い、ドライバー及び事業者への法令
遵守の意識向上を促すとともに、道路構造物の保全及び交通の危険防止に取り組んでいます。

！

１０／２７
１０月２７日（火）国道47号長尾トンネル駐車帯において、特殊車両の取締りを行い、
特殊車両１台を確認しました。その結果、違反はありませんでした。
今後とも、特殊車両の適正な運行に皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

重量を測定するマットスケール

お急ぎのところ、
御協力いただき
ありがとうござ
いました。



令和２年１１月９日

大堀保育所の子供たちより、すてきな応援メッセージをいただきました❀

安全祈願祭

尾花沢国道北地区維持補修工事

（株）カキザキ 青木 大 様 （前列右から2人目）

尾花沢国道南地区維持補修工事

升川建設（株） 黒沼 与一 様 （前列左から2人目）

小内 正美 様 （前列右）

井苅 悟史 様 （前列左）

令和２年度
除雪従事功労者表彰者

直轄国道の除雪に従事し、１０年以上の
長年にわたり道路除雪作業で活躍された方々

除雪車出動

出動準備完了

11月9日（月）最上除雪ス

テーションにおいて「安全祈願
祭」「除雪車出動式」を執り行
いました。
これから、寒く厳しい冬が訪
れますが、地域の皆様に安心
して通行いただけるよう除雪
作業に取り組んでいきます。

除雪機械の点検の結果、異常が無いことが
確認されました！


